
公的資金 補償金 免除繰上償還に 係る 公営 企業 経営 健全化 計 画

Ⅰ　基本的事項
１ 　事業 の 概要 特別会計 名： 真室川町水道事業 特別会計

注１ 　「 特別会計 名」 欄に は 、「 実施要綱」 の ２ に お い て 、補償金 免除繰上償還の 対象と さ れ た 公営 企業 債の うち 、繰上償還を 希 望す る 公営 企業

　　債に 係る 事業 の 属す る 特別会計 の 名称を 記入す る こと 。

　２ 　「 事業 開始年月日」 欄は 、「 地方公営 企業 決算状況 調査」 に お け る 「 施設及 び 業 務概況 に 関 す る 調」 中の 「 事業 開始年月日」 又は 「 供 用開

　　始年月日」 （ 工業 用水道事業 に あっ て は 「 供 給 開始（ 予定） 年月日」 ） を 記入す る こと 。なお 、一 の 特別会計 に お い て 複数の 事業 を 行っ て い

　　る 場合に は 、当該年月日が 最も 早い （ 古い ） も の に 係る 年月日を 記入す る こと 。

　３ 　事業 を 実施す る 団体が 一 部事務組合等（ 一 部事務組合、広域 連合及 び 企業 団を い う。以下 同じ 。） の 場合は 、「 団体名」 欄に 一 部事務組合

　　等の 名称を 記入し 、「 構成団体名」 欄に そ の 構成団体名を 列記す る こと 。

　４ 　「 職員 数」 欄に は 、平成22年4月1日に お け る 常時雇用職員 数に つ い て 記入す る こと 。なお 、当該職員 数に つ い て は 、「 地方公営 企業 決算状

　　況 調査」 に お け る 「 施設及 び 業 務概況 に 関 す る 調」 中の 「 職員 数」 の 範囲 と 同一 （ た だ し 、集計 時点・集計 単位は 異 なる 。） の も の で ある こ

　　と 。ま た 、複数事業 に ま た が っ て 勤 務し て い る 職員 が い る 場合は 、当該職員 の 所掌事務、給 与の 負担状況 等に よ り 区 分し て 記入す る こと 。

　５ 　「 健全化 判断比率の 状況 」 欄に つ い て は 、繰上償還を 実施し よ うと す る 年度に お い て 当該団体の 健全化 判断比率又は 当該公営 企業 の 資金 不

　　足比率が 財政再生基準、早期健全化 基準又は 経営 健全化 基準以上で ある 場合、該当す る も の を チ ェ ッ ク す る こと 。そ の 場合に は 、財政再生計

　　画、財政健全化 計 画又は 経営 健全化 計 画の 計 画期間を 併せて 記入す る こと （ 複数の 項目に 該当す る 場合は 、該当す る 項目全て を チ ェ ッ ク し 、

　　策定し て い る 全て の 計 画の 計 画期間を 記入す る こと  。） 。　

２ 　財政指標等

財政力指数

資金 不足比率（ 健全化 法） （ ％ ） 財政力指数（ 臨財債振替前）

経常収支比率  （ ％ ） 実質公債費比率　 （ ％ ）

将来負担比率　   （ ％ ）

注１ 　資本費に つ い て は 、平成20年度又は 平成21年度の 数値を 記入す る こと と し 、財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率及 び 将来負担比率

　　に つ い て は 、当該事業 の 経営 主体で ある 地方公共 団体の 数値を 記入す る こと 。

　　　この 場合、財政力指数及 び 実質公債費比率に つ い て は 、平成21年度又は 平成22年度の 数値を 、経常収支比率及 び 将来負担比率に つ い て は 、

　　平成20年度又は 平成21年度の 数値を そ れ ぞ れ 記入す る こと と し 、これ ら 以外の 数値に つ い て は 、直近 の 地方財政状況 調査及 び 公営 企業 決算状

　　況 調査の 報告 （ 又は 報告 を 予定し て い る ） 数値を 記入す る こと 。

　　　なお 、当該事業 が 一 部事務組合等に よ り 経営 さ れ て い る 場合は 、財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率及 び 将来負担比率に つ い て は 、

　　そ の 構成団体の 各数値を 加 重平均 し た も の を 記入す る こと （ た だ し 、一 部事務組合等の 構成団体に 財政力指数1.0以上の 団体が ある 場合に は 、

　　構成団体の 中で 最も 低い 財政力指数の 団体の 数値を 記入す る こと 。） 。

　　　ま た 、一 部事務組合等に 係る 将来負担比率に つ い て は 、各構成団体の 将来負担比率を 各構成団体の 団体区 分ご と に 別表１ の 基準１ で 除し 、

　　そ れ に よ り 得た 数値を 将来負担比率算出に お け る 分母の 額に 応 じ て 加 重平均 し た も の を 記入す る こと 。　

　２ 　財政指標に つ い て は 、条件該当年度を （ 　） 内に 記入す る こと 。ま た 、財政力指数以外の 財政指標に つ い て は 、数値相互間で 年度（ 地方財

　　政状況 調査等に お け る 年度） を 混在し て 使用す る こと が ない よ う留意 す る こと 。

　３ 　財政力指数（ 臨財債振替前） に つ い て は 、財政力指数が １ ．０ 以上の 団体で 、臨時財政対策債振替前の 基準財政需要額を 用い て 算出し た 場

　　合の 財政力指数が １ ．０ を 下 回る 場合に つ い て の み 記入す る こと 。この 場合に は 、補足様式１ を 作成し 添付す る こと 。なお 、一 部事務組合等

　　に つ い て は 本欄の 記入は 不要で ある こと 。

　４ 　「 資金 不足比率(健全化 法)」 欄に は 、地方公共 団体の 財政の 健全化 に 関 す る 法律第22条の 規 定に 基づ い て 算出し た 率が 経営 健全化 基準以上

　　で ある 場合に 、当該率を 記入す る こと 。

　５ 　注１ に 関 連し て 、一 部事務組合等に つ い て は 、補足様式２ を 作成し 添付す る こと 。

３ 　合併市町村等に お け る 公営 企業 の 統合等の 内容

注１ 　「 新法に よ る 合併市町村、合併予定市町村」 と は 、市町村の 合併の 特例に 関 す る 法律（ 平成16年法律第59号） 第２ 条第２ 項に 規 定す る 合併

　　市町村及 び 同条第１ 項に 規 定す る 市町村の 合併を し よ うと す る 市町村で 地方自治法（ 昭和22年法律第67号） 第７ 条第７ 項の 規 定に よ る 告 示の

　　あっ た も の を い う。

　２ 　「 旧 法に よ る 合併市町村」 と は 、旧 市町村の 合併の 特例に 関 す る 法律（ 昭和40年法律第６ 号） 第２ 条第２ 項に 規 定す る 合併市町村（ 平成７

　　年４ 月１ 日以後に 同条第１ 項に 規 定す る 市町村の 合併に よ り 設置さ れ た も の に 限る 。） を い う。

　３ 　□ に レを 付け た 上で 、市町村合併に 伴い 実施（ 予定） の 公営 企業 会計 の 統合、組織の 統合そ の 他公営 企業 の 経営 の 合理化 施策の 内容を 記入

　　す る こと 。　

４ 　公営 企業 経営 健全化 計 画の 基本方針等

別紙第３ 号書式

事　　業 　　名

職員 数  (H22. 4. 1現在)

真室川町水道事業

事業 開始年月日

　□ 　新法に よ る 合併市町村、合併予定市町村に お け る 公営 企業 の 統合等の 内容
　□ 　旧 法に よ る 合併市町村に お け る 公営 企業 の 統合等の 内容
　? 　該当なし

（ 　　年度）

□ 財政再生基準以上　　□ 早期健全化 基準以上　　□ 経営 健全化 基準以上

地方公営 企業 法の 適用・非適用

団　　体　　名

? 適　用　 □ 非適用S44.7.10

　計 画期間：

82.4（ 21年度）

計 画 期 間

水道事業 は 安全な水の 安定供 給 に 必要で ある が 、大幅な財政負担は 避け ら れ ない 。本制度を 利用し 、高利率の
企業 債を 補償金 免除で 繰上償還を お こない 長期的な水道会計 の 健全化 を 図る 。

〔 合併期日：平成○ 年○ 月○ 日　合併前市町村：　　　　　　　　　　　　　　　　　 〕

区 　　分 内　　　容

計 画 名

基 本 方 針

議 会に 報告 、町ホ ー ム ペ ー ジ で 公表
真室川町集中改革プ ラ ン（ 平成17年度～ 平成21年度）

87.0（ 21年度）

4

構成団体名

資本費

真室川町

323.09（ 21年度）

既 存計 画と の 関 係
公 表 の 方 法 等

真室川町水道事業 経営 健全化 計 画

健全化 判断比率の 状況

0.203（ 21年度）

真室川町長　井 上薫

（ 　　年度）

16.3（ 22年度）

平成22年度～ 平成26年度

計 画 策 定 責 任 者


	Page 1

